
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税の免税事業者                    

Ｑ：今月設立した法人ですが、消費税は２

期間免税になりますか？ 

                                              

Ａ：場合によっては、課税事業者になるこ

ともあります。 

【解説】 

消費税は、その課税期間の基準期間におけ

る課税売上高が1,000万円以下の事業者は、そ

の課税期間における課税資産の譲渡等につい

て消費税が免除されることとなっています。 

この場合の基準期間とは、原則として、そ

の事業年度の前々事業年度(前々事業年度が

１年未満の法人については、その事業年度開

始の日の２年前の日の前日から同日以後１年

を経過する日までの間に開始した事業年度を

合わせた事業年度)をいいますので、通常は、

設立事業年度とその翌事業年度の２期間は基

準期間がなく、課税売上高もないことから、

免税事業者になります。 

しかしながら、平成25年１月１日以後に開

始する事業年度については、その課税期間の

基準期間における課税売上高が1,000万円以

下であっても、特定期間(その事業年度の前事

業年度開始の日以後６ヶ月の期間)の課税売

上高が1,000万円を超えた場合には、その課税

期間から課税事業者になることとなっていま

すので、必ずしも設立から２期間が免税にな

るということではなくなっていますので注意

してください。なお、特定期間における1,000

万円の判定は、課税売上高に代えて。給与等

支払額の合計額により判定することも認めら

れています。 
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